
＜就学費＞  

 

 

＜奨学金等一覧＞  

〇高等教育の修学支援新制度 

多子世帯であることや経済状況により、かつ一定の要件を満たしている場合、 

授業料等の減免や給付奨学金が受けられます。 

 高等教育の修学支援新制度：文部科学省 

 高等教育の修学支援新制度に関わる情報公開ページ/さいたま看護専門学校  

〇日本学生支援機構奨学金(給付・貸与) 

 給付奨学金（返済不要） | JASSO 

 貸与奨学金（返済必要） | JASSO 

〇専門実践教育訓練指定講座(教育訓練給付金) 

下記の事項については、一定の支給要件を満たした方に支給されます。        

（詳細は最寄りのハローワークにお尋ねください） 

・事前に自分の居住する地域を管轄するハローワークで手続きを完了しておく必要があり

ます。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm
https://www.saitama-kango.jp/financial-aid/
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/index.html
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/index.html


・受講中及び修了した場合に、教育訓練費の 50％相当(上限年間 40 万円)が 6か月ごとに

支給されます。 

 

・修了し、資格を取得して就職した（１年以内に被保険者として雇用された）場合は、教

育訓練費の 20％相当(訓練期間 3年間の場合 48 万円を限度として)追加で支給されます。 

・修了し、資格取得・就職して、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して 5％以

上上昇した場合、教育訓練費の 10％相当(訓練期間が 3年間の場合 24 万円を限度として)

追加で支給されます。 

 ◆指定番号：1112008-2610011-2 

 教育訓練給付金｜厚生労働省 

 ハローワークインターネットサービス - 教育訓練給付金 

〇地域医療振興協会奨学金制度 

 2026 年度医学生奨学金募集のお知らせ 

〇埼玉県看護師等育英奨学金 

 埼玉県看護師等育英奨学金貸与制度について - 埼玉県 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html
https://www.jadecom.or.jp/news/cat-recruit/1337.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0709/ikueishougakukinn/index.html

